
横浜市 交通 局設計 ・測 量等 委託 業務監 督事務 取扱 規程  

制    定  平成 21 年 ３月 31 日  

最近改 正  令和６ 年４ 月１ 日  

交通局 達第 ６号  

 

横浜市 交通 局設計・測 量等委 託業 務監 督事務 取扱 規程を 次の よう に

定める 。  

横浜市 交通 局設計 ・測 量等 委託 業務監 督事務 取扱 規程  

（趣旨 ）  

第１条  横 浜市交 通局 が発 注す る設計 業務 、測 量業務 、地質 調査 業務

の委託 (以 下「設 計・測 量等 委託 業務」という。 )の監督 事務 の取 扱

いにつ いて は、別に 定め るも ののほ か 、こ の規 程の定 める とこ ろに

よる。  

（用語 の意 義）  

第２条  こ の規程 にお いて 、次の各 号 に掲げ る用 語の意 義は 、当該 各

号に定 める ところ によ る。  

(1) 設計・測量 等委 託業 務担 当部  総 務部 、技 術管理 部及 び工 務部

をいう 。  

(2) 設計・測量 等委 託業 務担 当部長  設計・測 量等委 託業 務担 当部

の長を いう 。  

(3) 監督員  横浜 市交 通局 契約 規程（ 平成 20 年３ 月交 通局 規程 第

11 号。以 下「 契約規 程」 とい う。）第 ２条に おい て準用 する 横浜

市契約 規則（昭 和 39 年 ３月横 浜市 規則 第 59 号。以下「契 約規 則」

という 。 ) 第 55 条 第 1 項の規 定に よる 監督職 員等 をいう 。  

２  前 項に 定める もの のほ か 、この 規 程にお ける 用語の 意義 は 、契 約

規程第 ２条 におい て準 用す る契 約規則 の例に よる 。  

（監督 員の 一般的 職務 等）  

第３条  監 督員と して 、総括 監督員 、主任監 督員 及び担 当監 督員 を置

く。  

２  総 括監 督員は 、設計・測量等 委託 業務を 監督 する課 の長 又は これ

に準ず る職 にある 者を もっ て充 て、次 の職務 を担 当する 。  

(1) 契約の 履行に つい ての 契約 の相手 方に対 する 指示 、承 諾及 び協

議（以 下「指 示等 」とい う 。）に 関す るこ と（重 要な ものに 限る 。)。  

(2) 関連す る複数 の設 計・測 量等委 託 業務に 係る 工程等 の調 整に 関

するこ と（ 重要な もの に限 る。 ) 。  

(3) 主任監 督員及 び担 当監 督員 に対す る指揮 監督 に関す るこ と。  

３  主 任監 督員は 、設計・測量等 委託 業務を 監督 する係 の長 又は これ

に準ず る職 にある 者を もっ て充 て、次 の職務 を担 当する 。  



(1) 契 約 の 履 行 に つ い て の 契 約 の 相 手 方 に 対 す る 指 示 等 に 関 す る

こと（ 前項 第１号 及び 次項 第１ 号に該 当する もの を除く 。 ) 。  

(2) 関連す る複数 の設 計・測量等 委託 業務に 係る 工程等 の調 整に 関

するこ と（ 前項 第２号 及び 次項 第２号 に 該当す るも のを除 く。) 。 

(3) 担当監 督員に 対す る指 揮監 督に関 するこ と。  

４  担 当監 督員は 、設計・測量等 委託 業務担 当部 の職員 又は 地方 自治

法施行 令（ 昭和 22 年政 令第 16 号）  第 167 条の 15 第４項 の規 定

に よ り 交 通 事 業 管 理 者 （ 以 下 「 管 理 者 」 と い う 。） か ら 監 督 の 委 託

を受け た者 をもっ て充 て、 次の 職務を 担当す る。  

(1) 契 約 の 履 行 に つ い て の 契 約 の 相 手 方 に 対 す る 指 示 等 に 関 す る

こと（ 軽易 なもの に限 る。 )。  

(2) 関連す る複数 の設 計・測 量等委 託 業務に 係る 工程等 の調 整に 関

するこ と（ 軽易な もの に限 る。 )。  

(3) 設計図 書に基 づく 工程 の管 理、立 会い、契 約の 履行 状況 の検査

に関す るこ と。  

５  総 括監 督員は 、監督 員と しての 職 務のほ か 、主任 監督 員及 び担 当

監督員 の監 督事務 の遂 行に つい て調整 を図り 、必要 に応 じて 監督員

を代表 する 。  

６  第 １項 の規定 にか かわ らず 、設 計・測量等 委託業 務担 当部 長が 必

要がな いと 認める とき は、主 任監 督員 又は担 当監 督員の いず れか １  

人を置 かな いこと がで きる 。この場 合 におい て 、主任 監督 員を 置か

ないと きの 総括監 督員 は主 任監 督員の 職務を 、担当 監督 員を 置かな

い と き の 主 任 監 督 員 は 担 当 監 督 員 の 職 務 を そ れ ぞ れ 担 当 す る も の

として 、こ の規程 の規 定を 適用 する。  

７  第 ２項 の規定 にか かわ らず 、設 計・測量等 委託業 務担 当部 長が 特

別の必 要が あると 認め ると きは、自ら を総括 監督 員とす るこ とが で

きる。  

（監督 員の 任命）  

第４条  監 督員は 、設 計・ 測量 等委託 業務担 当部 長が任 命す る。  

２  前 項の 規定に よる 監督 員の 任命は 、書 面に より行 う 。監 督員 を変

更する 場合 も、同 様と する 。  

３  設 計・測量 等委 託業 務担 当部長 は 、第 １項 の規定 によ り監 督員 を

任命し たと きは 、書 面を もっ て、その 旨を契 約の 相手方 に通 知し な

ければ なら ない。  

４  設 計・測量等 委託 業務 担当 部長は 、１設 計・測量等 委託 業務 につ

いて主 任監 督員又 は担 当監 督員 をそれ ぞれ２ 人以 上任命 し、監督事

務を分 担さ せる場 合に は、そ の分 担さ せる内 容を 定めな けれ ばな ら

ない。  



（契約 の履 行の管 理の 状況 の報 告）  

第５条  担 当監督 員は 、必要 に応じ 、契約の 履行 の管理 の状 況に つい

て、主 任監 督員に 報告 しな けれ ばなら ない。  

２  主 任監 督員は 、前 項の 報告 があっ たとき は、速やか に、その 旨を

総括監 督員 に報告 しな けれ ばな らない 。  

（設計 ・測 量等委 託業 務の 促進 ）  

第６条  担 当監督 員は 、必要 に応じ て 設計・測 量等委 託業 務の 履行 の

進捗状 況を 設計・測量 等委 託業務 計画 書と照 合し 、設計・測 量等 委

託 業 務 の 促 進 に つ い て 契 約 の 相 手 方 に 必 要 な 指 示 を し な け れ ば な

らない 。  

２  担 当監 督員は 、設計・測量等 委託 業務の 履行 が遅延 する おそ れが

あると 認め たとき は 、主 任監 督員に 報 告する とと もに 、契 約の 相手

方に必 要な 指示を しな けれ ばな らない 。  

３  担 当監 督員は 、天災 その 他事故 に よって 設計・測 量等 委託 業務 の

履行の 進捗 が妨げ られ たと きは 、主 任 監督員 に報 告し 、そ の指 示を

受けな けれ ばなら ない 。  

４  主 任監 督員は 、第 2 項の 報告が あ ったと き 、又は 前項 の指 示を し

たとき は 、速や かに 、その旨 を総 括監 督員に 報告 しなけ れば なら な

い。  

（臨機 の措 置）  

第７条  担 当監督 員は 、災 害の防 止そ の他契 約の 履行上 緊急 やむ を得

ず臨機 の措 置をと らせ る必 要が あると 認めた とき は、主 任監 督員に

報告し てそ の指示 を受 け、契 約の 相手 方にそ の措 置につ いて 指示 を

しなけ れば ならな い 。た だし 、急 迫の 事情が ある 場合で その いと ま

がない とき は、自ら の判 断で 指示し 、直ちに その てんま つを 主任 監

督員に 報告 しなけ れば なら ない 。  

２  担 当監 督員は 、契 約の 相手方 から 災害の 防止 その他 契約 の履 行上

急 迫 の 事 情 が あ る と 判 断 し て と っ た 措 置 に つ い て そ の 旨 通 知 を 受

けたと きは 、意見 を付 し て 主 任 監 督 員 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 

３  主 任監 督員は 、第１ 項の 指示を し たとき 、又は前 項の 報告 があ っ

たとき は 、速や かに 、その旨 を総 括監 督員に 報告 しなけ れば なら な

い。  

（契約 の履 行の際 の立 会い その 他の方 法によ る確 認等）  

第８条  担 当監督 員は 、契 約規程 第２ 条にお いて 準用す る契 約規 則に

定める もの のほか 、次の 各号 のいず れ かに該 当す るとき は 、立 会い

その他 の方 法によ りそ の契 約の 履行を 確認し なけ ればな らな い。  

(1) 設計・測 量等委 託業 務の 内容に よ り重要 な契 約の履 行と 認め ら

れると き。  



(2) 契約の 履行の 全部 の完 了後 の検査 が極め て困 難であ り、又は 検

査に多 額の 費用を 要す ると 認め られる 契約の 履行 をする とき 。  

(3) 契 約 の 履 行 期 間 と 履 行 能 力 よ り み て や り 直 し が き か な い と 判

断した とき 。  

２  担 当監 督員は 、前項 の確 認を行 う 場合は 、その旨 をあ らか じめ 契

約の相 手方 に指示 して おか なけ ればな らない 。  

３  担 当監 督員は 、契 約の 相手方 が担 当監督 員の 指示に 反し て第 １項

に 規 定 す る 立 会 い 若 し く は そ の 他 の 方 法 に よ る 確 認 を 受 け な い で

履行し たと き、又 は特 に破壊 して 確認 をする 必要 がある と認 めた と

きは 、そ の実状 を主 任監 督員 に報告 し 、そ の指 示を受 けな けれ ばな

らない 。  

４  主 任監 督員は 、前 項の 指示 をした ときは 、速 やかに 、そ の旨 を総

括監督 員に 報告し なけ れば なら ない。  

（修補 の指 示）  

第９条  監 督員は 、契 約の 履行が 設計 図書に 適合 しない と認 める とき

は、契 約の 相手方 に対 し、 修補 を指示 しなけ れば ならな い。  

２  前 項に 規定す る場 合の ほか 、総括 監督員 は、 横浜市 交通 局設 計・

測 量 等 委 託 業 務 検 査 事 務 取 扱 規 程 （ 平 成 21 年 ３ 月 交 通 局 達 第 12 

号 ) 第 ６ 条 第 ３ 項 又 は 第 ８ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 契 約 の 相 手 方 の

履 行 結 果 が 当 該 契 約 の 内 容 に 適 合 し な い 旨 の 通 知 を 受 け た と き は 、

契約の 相手 方に対 し、 修補 を指 示しな ければ なら ない。  

（設計 図書 に明記 され ない 場合 の措置 等）  

第 10 条  担 当監 督員 は、 契約の 相手 方から 契約 規程第 ２条 にお いて

準用す る契 約規則 第 103 条の ５に おい て準用 する 契約規 則 第 67 条

第１項 の確 認を求 めら れた とき、又は 自ら同 項各 号のい ずれ かに 該

当する 事実 を発見 した とき は 、主任 監 督員に 報告 し、その 指示 を受

けなけ れば ならな い 。た だし 、そ の事 実が軽 微な ものに つい ては 自

らの判 断で その措 置を 契約 の相 手方に 指示し 、その 旨を 主任 監督員

に報告 しな ければ なら ない 。  

（設計 ・測 量等委 託業 務の 変更 等）  

第 11 条  担 当監 督員 は、 次の各 号の いずれ かに 該当す ると きは 、速

やかに 、理 由を付 して 主任 監督 員に報 告しな けれ ばなら ない 。  

(1) 設計・測 量等委 託業 務の 内容を 変 更する 必要 がある と認 めた と

き。  

(2) 設計・ 測量等 委託 業務 を打 ち切る 必要が ある と認め たと き。  

(3) 設計・測 量等 委託 業務 を一時 中止 する必 要が あると 認め たと き 。 

２  主 任監 督員は 、前 項の 報告 があっ たとき は、速やか に、その 旨を

総括監 督員 に報告 しな けれ ばな らない 。  



３  総 括監 督員は 、次 の各 号のい ずれ にも該 当す ると認 めら れる 場合

は、契 約の 相手方 に対 し、設計・測量 等委託 業務 の内容 の変 更を 指

示する こと ができ る 。た だし 、契 約変 更に当 たっ て契約 金額 が当 初

の 30％を 超えて 増減 する 設計変 更の 場 合を除 く。  

(1) 客観的 に設計・測 量等 委託業 務の 内容の 変更 が避け られ ない と

認めら れる とき。  

(2) 早急に 設計・測量 等委託 業務 の内 容を変 更し なけれ ば設 計・測

量等委 託業 務の目 的達 成に 支障 がある と認め られ るとき 。  

４  主 任監 督員は 、緊急 に設 計・測量 等委託 業務 を中止 する 必要 があ

ると認 める ときは 、上司 の決 裁を受 け る以前 にお いて 、担 当監 督員

をして 契約 の相手 方に 設計・測量 等委 託業務 の一 時中止 を指 示さ せ

ること がで きる。  

（監督 員に よる指 示の 方法 ）  

第 12 条  監 督員 は、 この 規程に 基づ いて契 約の 相手方 に対 して 必要

な指示 をす るとき は、 書面 によ り行わ なけれ ばな らない 。  

（監督 の記 録）  

第 13 条  監 督員 は、 第６ 条から 前条 までの 規定 により 行っ た措 置、

指示そ の他 の事項 を書 面に 記録 しなけ ればな らな い。  

（監督 の基 準）  

第 14 条  監 督に 必要 な技 術的基 準に ついて は、 管理者 が定 める とこ

ろによ る。  

（この 規程 の適用 等）  

第 15 条  管 理者 が、 あら かじめ 設計 ・測量 等委 託業務 の内 容又 は契

約 金 額 を 考 慮 し て 認 め た 設 計 ・ 測 量 等 委 託 業 務 の 監 督 に つ い て は 、

この規 程に 定める 監督 事務 の一 部を省 略し、又は別 に管 理者 が定め

る監督 事務 の方法 によ るこ とが できる 。  

２  経 営管 理部 、安 全管 理部 、高 速鉄 道本部 及び 自動車 本部 にお いて

設計・測 量等委 託業 務を 担当 する場 合 におい ては 、こ の規 程の 全部

又は一 部を 準用し て監 督事 務を 取り扱 うこと がで きる。  

 

附  則  

（施行 期日 )  

１  こ の規 程は、 平 成 21 年４ 月１ 日か ら施行 する 。  

（経過 措置 )  

２  こ の 規 程 の 施 行 の 日 前 に 行 わ れ た 公 告 そ の 他 の 契 約 の 申 込 み の

誘引に 係る 契約で 同日 以後 に締 結され るもの につ いては 、な お従前

の例に よる 。  

附  則 （平 成 22 年 ３月 交通局 達第 ３号 ）  



この規 程は 、平 成 22 年 ４月１ 日か ら施 行する 。  

附  則  

（施行 日 ) 

この達 は、 平成 24 年 10 月１  日から 施行す る。  

附  則 （平 成 27 年 ３月 交通局 達 第 10 号）  

この達 は、 平成 27 年４ 月１日 から 施行 する。  

附  則 （平 成 31 年 ３月 交通局 達第 ２号 ）  

この達 は、 平成 31 年４ 月１日 から 施行 する。  

附  則 （令 和元 年 11 月交通 局達 第４ 号 ）   

この達 は、 令和元 年 11 月７日 から 施行 する。  

附  則 （令 和２年 ３月 交通 局達 第 14 号 ）  

この達 は、 令和２ 年４ 月１ 日か ら施行 する。  

附   則（令 和６年 ４月 交通 局達 第６号 ）  

（施行 期日 )  

この達 は、 令和６ 年４ 月１ 日か ら施行 する。  

 


